
平成 19年度新潟県中越沖地震の被災状況 

（平成 19年 11 月１日現在） 

柏崎市災害対策本部 

○発 生 時 刻：７月１６日（月）午前１０時１３分 

○震 度：６強 

○マ グ ニ チ ュ ー ド：６.８ 

○震 源 地：上中越沖 新潟の南西６０ｋｍ 

北緯３７度３３．４分 東経１３８度３６．５分 深さ１７ｋｍ 

○市 災害 対策 本部 設 置：７月１６日１０時５３分 

○災 害 救 助 法 の 適 用：７月１６日２０時 

○政府現地連絡対策室設置：７月１６日２０時３０分 撤収：８月１０日 

○県 現地 対策 本部 設 置：７月１６日２１日５０分 撤収：８月１０日 

○自 衛 隊 派 遣 要 請：７月１６日１０時４０分 撤収：８月２７日 

○激甚災害指定（局激）：８月１０日 

 

○人 的 被 害：死亡 １３人（刈羽村１人）  

けが人１，６６４人 

○建 物 被 害 （ 住 居 ）：２７，４７３棟 

（全壊：１，０４９棟 大規模半減：６６８ 半壊：３，７０４ 一部損傷：２２，０５２） 

○避難勧告（１１箇所）避難指示（５箇所） 計１６箇所 １５１世帯 ４１５人 

○原 子力 発電 所の 状 況：全号機停止中      ２号機記動操作中自動停止 

３，４，７号機自動停止 １，５，６号機定期点検中 

 

○ライフライン被害 

・ガス  戸数３０，９７８  ８月２７日全面共給 

・水道  戸数４０，２６０  ８月４日完全復旧 

・電気  ７月１６日停電戸数２３，０００戸  ７月１８日復旧 

・施設被害（百万円） 総額２３０，９９４ 

住家・非住家（１８６，４１３）公共施設（４，０７６）文教施設（４１４） 

土木（２６，００４）農林水産（７，４６０）ガス（５，１１３）水道（１，５１４） 

 

○避難所設置状況 

・ピーク時（７月１７日） 箇所数：８２箇所 避難人数１１，４１０人 

・８月３１日 解消 

○在宅高齢者安否確認 対象者数９，０１７人 ７月２１日最終確認済 

○災害ボランティア   累計人数２０，３９９人 

○応急仮設住宅の建設 ３９ヶ所  １００７戸  入居約２，４２０人 

○支援 自衛隊（人命救出、給水、物資輸送、ビニールシートかけ、入浴施設 等） 

内閣府、海上保安庁、農林水産省、国土交通省、厚生労働省、気象庁 他 

新潟県 他都道府県 市町村他 

 

○平成１９年９月１日 復興支援室 柏崎市中越沖地震復興本部 を設置 

参考資料 
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周辺部被害（橋場・荒浜・新道）周辺部被害（橋場・荒浜・新道）

西山町被害西山町被害 クリーンセンタークリーンセンター
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JRJR柏崎駅柏崎駅 JRJR青海川駅青海川駅

災害対策本部災害対策本部 ガス水道復旧作業ガス水道復旧作業

仮設住宅建設仮設住宅建設 警察の活動警察の活動
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陸上自衛隊の活動陸上自衛隊の活動 ごみ集積場（小松エスト跡地）ごみ集積場（小松エスト跡地）

中越沖地震による柏崎市の被害状中越沖地震による柏崎市の被害状
況況

死者　　１３名　　重軽傷者　１，６６４名死者　　１３名　　重軽傷者　１，６６４名

住宅被害　（住家）住宅被害　（住家）
　全壊　　　　　　　３，３６３　（１，０４９）　　全壊　　　　　　　３，３６３　（１，０４９）　
　大規模半壊　　　　　大規模半壊　　　　 ９４４　　９４４　　 （（ ６６８）６６８）
　半壊　　　　　　　５，９７０　（３，７０４）　半壊　　　　　　　５，９７０　（３，７０４）
　一部損壊　　　４１，６５５（２２，０５２）　一部損壊　　　４１，６５５（２２，０５２）

ライフラインライフライン
　水道　全市　水道　全市40,26040,260戸給水停止　戸給水停止　88月月44日復旧日復旧
　ガス　全市　ガス　全市30,97830,978戸供給停止　戸供給停止　88月月2626日復旧日復旧

避難所及び仮設住宅設置状況避難所及び仮設住宅設置状況

避難所開設状況避難所開設状況
８２箇所　１１，４１０人（ピーク時）８２箇所　１１，４１０人（ピーク時）
８月３１日に全て閉鎖８月３１日に全て閉鎖
９月　１日から一時待機所を設置（民宿等）９月　１日から一時待機所を設置（民宿等）

仮設住宅設置状況仮設住宅設置状況
３９地区　１，００７戸設置３９地区　１，００７戸設置
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要援護者の状況要援護者の状況

身体障害者　　５２４人（１００人）身体障害者　　５２４人（１００人）
　身体障害者手帳第１種所持者　身体障害者手帳第１種所持者

知的障害者　　２３８人知的障害者　　２３８人

　　療育手帳Ａ所持者　　療育手帳Ａ所持者

精神障害者　　３２１人（１０５人）精神障害者　　３２１人（１０５人）
　精神障害者保健福祉手帳１・２級所持者　精神障害者保健福祉手帳１・２級所持者

＊＊（（　　　　））は単身世帯数・・課題もありは単身世帯数・・課題もあり

＊高齢者については介護高齢課で対応＊高齢者については介護高齢課で対応

要援護者台帳作成経過要援護者台帳作成経過

平成１６年７月１６日　水害平成１６年７月１６日　水害
　床上浸水　　１４戸　　床下浸水　１６０戸　床上浸水　　１４戸　　床下浸水　１６０戸
　避難所　３２箇所　　　５７７人　避難所　３２箇所　　　５７７人

平成１６年１０月２３日　中越大震災平成１６年１０月２３日　中越大震災
　避難所　８４箇所　６，４８４人　避難所　８４箇所　６，４８４人

平成１７年６月２８日　水害平成１７年６月２８日　水害
　床上浸水　１６７戸　　床下浸水　３６７戸　床上浸水　１６７戸　　床下浸水　３６７戸
　避難所　３２箇所　　７２７人　避難所　３２箇所　　７２７人

災害担当部署及び福祉保健部で協議災害担当部署及び福祉保健部で協議

平成１８年度より福祉総合システム稼動平成１８年度より福祉総合システム稼動
防災担当課へは紙ベースで提出防災担当課へは紙ベースで提出

平成１８年度末に要援護者定義決定平成１８年度末に要援護者定義決定

自主防災組織設置の推進（防災課）自主防災組織設置の推進（防災課）

福祉避難所検討会開催（１９・７・１９予定）福祉避難所検討会開催（１９・７・１９予定）

＊水害・原子力防災対応を想定していた。＊水害・原子力防災対応を想定していた。

中越沖地震での初期対応中越沖地震での初期対応

全市民が要援護者状態全市民が要援護者状態
震度５以上の場合全職員が登庁震度５以上の場合全職員が登庁

登庁職員登庁職員
　被害状況調査実施　被害状況調査実施
　被害状況の把握　　被害状況の把握　
　避難所設営　避難所設営（各避難所担当が事前に決まっている）（各避難所担当が事前に決まっている）

　支援物資の対応　支援物資の対応
　派遣支援員（自衛隊・自治体・国等）対応　派遣支援員（自衛隊・自治体・国等）対応
　　
　　

要援護者安否確認は行政要援護者安否確認は行政
では現実的に対応不可能では現実的に対応不可能

電話が不通（各施設も含め・・）電話が不通（各施設も含め・・）

被災者の避難所への移動被災者の避難所への移動

各担当職員の本部・避難所への動員各担当職員の本部・避難所への動員

一次避難は地域（自主防災組織）が原則一次避難は地域（自主防災組織）が原則

　　一方で・・・　　一方で・・・

７月２６日未明の大雨による対応７月２６日未明の大雨による対応
　土砂災害警戒情報が発令された地域の　要　土砂災害警戒情報が発令された地域の　要
援護者の対応は可能であった。援護者の対応は可能であった。

事業者等関係機関との連携強化事業者等関係機関との連携強化

障害者福祉制度の変革障害者福祉制度の変革

　　措置制度→支援費制度→障害者自立支援法　　措置制度→支援費制度→障害者自立支援法

　制度の改革により、市の情報の質が低下した　制度の改革により、市の情報の質が低下した

各事業所の対応各事業所の対応

　各種サービス事業を利用している障害者に対し、事業　各種サービス事業を利用している障害者に対し、事業
者からの安否確認が適切・迅速に実施された。者からの安否確認が適切・迅速に実施された。
児童についても、各学校において安否確認が実施さ児童についても、各学校において安否確認が実施さ
れ、教育委員会は把握していた。れ、教育委員会は把握していた。
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障害者相談支援センター設置障害者相談支援センター設置

「茨内地域生活支援センター」を拠点とし、同センター「茨内地域生活支援センター」を拠点とし、同センター
及び「障がい児（者）生活支援センターふくし・ぱーと及び「障がい児（者）生活支援センターふくし・ぱーと
なー」に県内相談支援事業者等の協力を得て活動をなー」に県内相談支援事業者等の協力を得て活動を
開始する（７月１８日～開始する（７月１８日～99月月3030日）日）
＊派遣相談員延べ　２７５人＊派遣相談員延べ　２７５人

「ふくし・ぱーとなー」は、市福祉課内に拠点設置「ふくし・ぱーとなー」は、市福祉課内に拠点設置
行政の持っている各種情報（民生委員・災害・各種支行政の持っている各種情報（民生委員・災害・各種支
援情報等）の提供と共有援情報等）の提供と共有

「茨内地域生活支援センター」には、「こころのケアチー「茨内地域生活支援センター」には、「こころのケアチー
ム」が併設され、一体的な支援を実施ム」が併設され、一体的な支援を実施

支　援　体　制

高齢者関係
（行政）

精神関係チーム
（柏崎厚生病院）

身体・知的チーム
（合同チーム）

地域の医療機関

こころのケア
チーム拠点

障害者相談支援センター
（拠点：茨内）

地域支援の専門家

住民・関係機関等

障害者相談支援センター活動内容

自宅及び避難所への訪問活動

電話による安否確認・状況把握
　　　　　　　　　　　

各種情報提供

関係機関との連絡調整

ニーズ把握

カウンセリング・・・等

安否確認
７月２３日終了

７月１８日～
一次スクリーニング

↓
７月２３日～

二次スクリーニング
↓

個別支援活動

ニーズ把握により実施した事業ニーズ把握により実施した事業

・重度障害者への入浴サービス（元気館）７月２３日～８・重度障害者への入浴サービス（元気館）７月２３日～８
月１７日の間実施月１７日の間実施

　　 ⇒⇒仮設入浴などの利用が困難な障害者を対象に、自衛隊か仮設入浴などの利用が困難な障害者を対象に、自衛隊か
ら元気館の特殊入浴風呂に給湯してもらい実施ら元気館の特殊入浴風呂に給湯してもらい実施

　　利用者　延べ２６６人　　利用者　延べ２６６人

　　

・在宅障害児童の日中支援サービス（さざなみ学園）８・在宅障害児童の日中支援サービス（さざなみ学園）８
月６日～３１日の間実施月６日～３１日の間実施

　　⇒⇒学校の夏期休暇と重なったこともあり、被災世帯の負担軽学校の夏期休暇と重なったこともあり、被災世帯の負担軽
減を目的に日中支援（介助）を実施減を目的に日中支援（介助）を実施

　　利用者　実利用者数６人　延べ３０人日　　利用者　実利用者数６人　延べ３０人日

その他　実施した主な事業その他　実施した主な事業

聴覚障害者への支援（新潟県ほか）
　　　　

　　
　　　　　　

　　

７月２０日～７月２９日まで実施７月２０日～７月２９日まで実施
手話通訳者・奉仕員等による自宅や避難所訪問により手話通訳者・奉仕員等による自宅や避難所訪問により
状況把握。（県の手話通訳者派遣、（社）県聴覚障害状況把握。（県の手話通訳者派遣、（社）県聴覚障害
者協会の訪問活動及び市手話サークル等連絡協議会の者協会の訪問活動及び市手話サークル等連絡協議会の
手話奉仕員派遣）手話奉仕員派遣）
訪問人数　延べ１５１人訪問人数　延べ１５１人

視覚障害者への支援（市内の点訳、音訳奉仕会）

　　
７月３０日、８月１１、２０日発行の市臨時広報の７月３０日、８月１１、２０日発行の市臨時広報の
点訳・音訳版を作成点訳・音訳版を作成

各施設の対応各施設の対応

入所施設において緊急ショートの実施及び避入所施設において緊急ショートの実施及び避
難の受け入れ難の受け入れ

県内外福祉施設職員の動員を受ける県内外福祉施設職員の動員を受ける

養護学校での一時受け入れ養護学校での一時受け入れ

通所施設での障害児者受入の開始通所施設での障害児者受入の開始

今後各施設へのアンケート実施の検討今後各施設へのアンケート実施の検討
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医療救護活動について医療救護活動について

（１）（１）DMATDMAT（（災害派遣医療チーム）の活動災害派遣医療チーム）の活動

災害発生から概ね４８時間以内の活動災害発生から概ね４８時間以内の活動

専門的トレーニングを受けた救命治療を目的とする専門的トレーニングを受けた救命治療を目的とする
チームチーム

４０病院から４２チームが派遣される４０病院から４２チームが派遣される
　　県内５病院・５チーム　　　県外３５病院・３７チーム県内５病院・５チーム　　　県外３５病院・３７チーム

拠点病院でのトリアージ・他病院への搬送・崩壊現場拠点病院でのトリアージ・他病院への搬送・崩壊現場
や避難所での医療活動や避難所での医療活動

（２）医療救護班の活動（２）医療救護班の活動
被災地における医療救護班数被災地における医療救護班数
　　　　活動延べ班数　３８０班　　派遣病院・団体数　７０病院等活動延べ班数　３８０班　　派遣病院・団体数　７０病院等

活動期間活動期間
77月月1616日～日～88月月1616日　　３２日間日　　３２日間

活動内容活動内容
避難所での初期救急医療避難所での初期救急医療
救護所での診療活動救護所での診療活動
避難所での日中及び夕刻の巡回診療活動等避難所での日中及び夕刻の巡回診療活動等

診療実績診療実績
延べ　７，６７７人延べ　７，６７７人

（３）その他（３）その他
　　　　　　　　県外派遣保健師延べ３，５４７人が８月３１日まで活動県外派遣保健師延べ３，５４７人が８月３１日まで活動
　　派遣自治体数　８０自治体　　派遣自治体数　８０自治体　　

自立支援協議会設立の経過自立支援協議会設立の経過

　平成１８年１月から障害者自立支援法施行に伴う連　平成１８年１月から障害者自立支援法施行に伴う連
絡会議（通称「連絡会議」）を設置絡会議（通称「連絡会議」）を設置

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　地域自立支援協議会への展開を視野に入れつつ、当　地域自立支援協議会への展開を視野に入れつつ、当
初は市及び市内の関係事業者・機関が連携して新し初は市及び市内の関係事業者・機関が連携して新し
い制度の円滑な実施を図るため、月１回のペースでい制度の円滑な実施を図るため、月１回のペースで
協議を重ねた。協議を重ねた。

　　

　平成１９年４月に、刈羽村と共同で柏崎刈羽地域障害　平成１９年４月に、刈羽村と共同で柏崎刈羽地域障害
者自立支援協議会を設置者自立支援協議会を設置

自立支援協議会の組織体系自立支援協議会の組織体系

サービス調整連絡会議

柏崎刈羽地域障害者自立支援協議会
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会

全体方針の推進・整備・評価

個別支援を中心とした
　各課題に特化した活動

①ＷＧと協議会の橋渡し
②ＷＧの活性化

今後の課題今後の課題

「要援護者名簿」とは何なのか？「要援護者名簿」とは何なのか？

誰が主たる支援者なのか・・誰が主たる支援者なのか・・

主たる支援者とのネットワークは・・主たる支援者とのネットワークは・・

行政・事業者・学校等情報共有は可能か行政・事業者・学校等情報共有は可能か

各関係機関の連携の必要性各関係機関の連携の必要性

自立支援協議会の役割自立支援協議会の役割

ご清聴ありがとうございましたご清聴ありがとうございました

中越沖地震での多くの支援に感謝します。中越沖地震での多くの支援に感謝します。

復興に歩みだした柏崎に遊びにきてください。復興に歩みだした柏崎に遊びにきてください。
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中越沖地震に中越沖地震における

障害者支援活動状況報告障害者支援活動状況報告

中越沖地震による被害状況

24,865戸
1,565戸23,300戸

８月２６日復旧８月２７日復旧

41,572戸
1,312戸40,260戸

水道

ライフライン

住宅被害

人的被害

6,653戸（4,009戸）683戸（305戸）5,970戸（3,704戸）半壊

1,172戸（804戸）228戸（136戸）944戸（668戸）大規模半壊

43,519戸（22,703戸）1,864戸（651戸）41,655戸（22,052戸）一部損壊

4,062戸（1,215戸）699戸（166戸）3,363戸（1,049戸）全壊

７月３１日復旧８月４日復旧

７月１８日復旧７月１８日復旧
電気

32,290戸
1,312戸30,978戸

ガス

1,780名116名1,664名重軽傷者

14名1名13名死者

合計刈羽村柏崎市

（データ基準日＝・人的被害：柏崎市10/23、刈羽村11/1　・住宅被害：柏崎市11/1、刈羽村10/23）

発生時刻：平成１９年７月１６日（月）午前１０時１３分、震度：６強、マグニチュード６．８
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避難所及び仮設住宅設置状況

１箇所６箇所福祉避難所

１地区３９地区開設地区

仮設住宅

避難所

２００戸１，００７戸設置戸数

８月２０日８月３１日閉鎖日

７９１人１１，４１０人避難人数（ピーク時）

５箇所８２箇所開設状況

刈羽村柏崎市
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要援護者の状況

対象者

人数
（　）内単身世帯

対象者

人数
（　）内単身世帯

対象者

人数
（　）内単身世帯

療育手帳Ａ

５９２名

（１０２名）

６８名

（２名）

５２４名

（１００名）身体障害

１，１６４名

（２０７名）

８１名

（２名）

１，０８３名

（２０５名）
合計

精神障害者手帳１、２級

３３２名

（１０５名）

１１名

（０名）

３２１名

（１０５名）精神障害

２４０名

（０名）

２名

（０名）

２３８名

（０名）知的障害

身体障害者手帳第１種

合計刈羽村柏崎市※

※柏崎市：６５歳以上は除く（介護高齢課で対応）
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障害者相談支援センター設置

「茨内地域生活支援センター」を拠点とし、同センター及び
「障がい児（者）生活支援センターふくし・ぱーとなー」に県
内相談支援事業者等の協力を得て活動を開始する

　　＊７月１８日～９月３０日　　　＊派遣相談員延べ　２７５人

　　＊柏崎市：安否確認⇒ニーズ調査⇒個別支援

　　＊刈羽村：行政による安否確認後、未確認者のフォロー等

「ふくし・ぱーとなー」は、市福祉課内に拠点設置
行政の持っている各種情報（民生委員・災害・各種支援情
報等）の提供と共有

「茨内地域生活支援センター」には、「こころのケアチーム」
が併設。連携し、一体的な支援実施

19.11.19　第２回柏崎刈羽地域障害者自立支援協議会

支　援　体　制

19.11.19　第２回柏崎刈羽地域障害者自立支援協議会

高齢者関係
（行政）

精神関係チーム
（柏崎厚生病院）

身体・知的チーム
（合同チーム）

地域の医療機関

こころのケア
チーム拠点

障害者相談支援センター
（拠点：茨内）

地域支援の専門家

住民・関係機関等
出典：茨内地域生活支援センター　岡部正文　　



障害者相談支援センター活動内容

（柏崎市の例）

自宅及び避難所への訪問活動

電話による安否確認・状況把握
　　　　　　　　　　　

各種情報提供

関係機関との連絡調整

ニーズ把握

カウンセリング・・・等

19.11.19　第２回柏崎刈羽地域障害者自立支援協議会

安否確認
７月２３日終了

７月１８日～
一次スクリーニング

↓
７月２３日～

二次スクリーニング
↓

個別支援活動

支援の特徴

高齢であっても障害を合併
しているケースの相談あり。

特に相談なし。
チラシを見て間違えて
相談してくるケースが
多い。

高齢者

きめ細かい支援を要するケー
スが多い。

通常支援を徐々に再
開。

１件のケースに長時
間を要するケースが
多い。

避難所から○○さん
は大丈夫？という問い
合わせが多い。

精神障害

仮設入居に伴った支援。最
終スクリーニングで事例。

親から離れられない。
親への支援。

避難所での見守り。片
付け時の一時預かり。

水・食料・各種情報を
求める声。知的障害

仮設住宅入居に伴う支援。
情報を丁寧に渡す。
視覚障害者のり災証
明。

入浴、片付けに関する
こと。各種情報を求め
る声大。

入浴・医療（透析等）
に関するニーズが多
い。

身体障害

こころのケアに関する相談
は、ほとんどなし。

学校が始業することに
関しての相談。

避難所での見守り支
援。ボランティアに遊
んでもらう。

こころのケアに関する
問い合わせが多い。

片付け時の一時預か
り。

児童

９月前半８月後半８月前半７月後半

19.11.19　第２回柏崎刈羽地域障害者自立支援協議会

出典：茨内地域生活支援センター　岡部正文

ニーズ把握により実施した事業

重度障害者への入浴サービス（柏崎市元気館）
　　　　

　　
　　　　　　

　　

19.11.19　第２回柏崎刈羽地域障害者自立支援協議会

７月２３日～８月１７日の間実施
仮設入浴などの利用が困難な障害者を対象に、
自衛隊から元気館の特殊入浴風呂に給湯してもらい実施
利用者　延べ２６６人

障害者・高齢者への入浴ヘルパー調整（刈羽村）
　　　　

　　
　　　　　　

　　

ボランティアにより提供を受けた障害者・高齢者用風呂
の利用にあたり、入浴介助ヘルパーの派遣調整を行う。

ニーズ把握により実施した事業

８月６日～３１日の間実施

学校の夏期休暇と重なったこともあり、被災世帯の

負担軽減を目的に日中支援（介助）を実施

利用者　実利用者数６人　延べ３０人日

在宅障害児童の日中支援サービス（さざなみ学園）
　　　　

19.11.19　第２回柏崎刈羽地域障害者自立支援協議会

その他　実施した主な事業

聴覚障害者への支援（新潟県ほか）
　　　　

　　
　　　　　　

　　

７月２０日～７月２９日まで実施
手話通訳者・奉仕員等による自宅や避難所訪問により
状況把握。（県の手話通訳者派遣、（社）県聴覚障害
者協会の訪問活動及び市手話サークル等連絡協議会の
手話奉仕員派遣）
訪問人数　延べ１５１人

視覚障害者への支援（音訳、点訳奉仕会）
　　　　

　　
　　　　　　

　　

７月３０日、８月１１、２０日発行の市臨時広報誌等を
点訳・音訳広報を作成。

19.11.19　第２回柏崎刈羽地域障害者自立支援協議会

中越沖地震により浮かび上がったもの

別添の資料

「浮かび上がった生活上の不便や課題」の見方

１.データ抽出の条件

　　要援護者のうち、一次、二次スクリーニングを行った結果、
　　継続支援の必要な３０１ケースから８２ケースを抽出

２.キーワードの抽出

　　８２ケースの個別ケース票から生活の不便となったキーワードを
抽出（１ケースあたり複数抽出あり）

３.キーワードの集約
　　KJ法により２段階に分類し、更に障害種別で細分化

19.11.19　第２回柏崎刈羽地域障害者自立支援協議会
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計

対象者人数 　身体障害児・者 3 7 4 3 2 8 2 1 6 1 4 18 1 60
　（実数） 　精神障害児・者 15 4 5 2 15 9 0 0 0 7 4 0 0 61

　知的障害児・者 4 17 5 1 7 6 1 0 0 10 6 4 0 61
　その他・重複障害児・者 5 3 3 1 4 6 0 0 0 3 2 4 0 31

27 31 17 7 28 29 3 1 6 21 16 26 1 213

〔表２〕　「生活上の不便や課題」の詳細 　　　　　　　　　　　　は、障害があることで、より特徴的と思える事項
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身体 2 0 0 0 0 1 7 0 0 0 2 1 1 3 0 0 2 0 0 3 2 3 0 2 1 6 0 1 0 0 4 2 16 1 60

精神 4 6 0 3 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 0 1 11 3 1 0 5 2 2 0 0 0 2 5 0 0 4 0 0 0 61

知的 1 3 0 0 0 0 9 1 6 1 3 0 2 0 0 1 6 1 0 2 1 3 0 1 0 0 2 6 1 1 6 4 0 0 61
その他・
重複等 0 3 1 1 0 0 3 0 0 0 1 1 1 0 1 0 3 1 0 3 0 2 1 0 0 0 1 2 0 0 2 4 0 0 31

小計 7 12 1 4 1 2 20 2 7 2 9 3 5 4 1 2 22 5 1 8 8 10 3 3 1 6 5 14 1 1 16 10 16 1

合計 3 1 6 16 1

　７人
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生活上の不便や課題
（延べ件数）

身体障害児・者　
精神障害児・者　
知的障害児・者　

浮かび上がった「生活上の不便や課題」
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身体障害児・者　

精神障害児・者　

知的障害児・者　

その他・重複障害等　

浮かび上がった
　　「生活上の不便や課題」

～障害者相談支援センター（茨内地域生活支援センター、ふく
し・ぱーとなー）元気館ディサービスセンターの継続支援対象
児・者より～

別　添
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